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遠
賀
西
郷
の
山
田
触
大
庄
屋
秋
武
家

は
農
家
で
あ
る
が
、
氏う

じ
も
り守
神
社
の
宮
司

で
、
造
り
酒
屋
を
経
営
し
て
い
た
。

　
氏
守
神
社
は
、
氏
守
八
幡
宮
と
称
し
、

慶
長
８（
１
６
０
３
）年
社
殿
を
福
岡
藩

筆
頭
家
老
の
黒
田
一
成
が
寄
進
し
て
、

創
建
さ
れ
た
。
現
在
、
氏
守
神
社
は
氏

森
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
秋
武
家

は
、
代
々
氏
守
神
社
の
宮
司
を
務
め
た

と
、
伝
え
て
い
る
。

　

秋
武
本
家
は
、
屋
号
が
酒
屋
で
、
慶

長
・
元
和
の
頃
か
ら
造
り
酒
屋
だ
っ
た

と
伝
承
し
て
い
る
。

　
『
秋
武
文
書
』に
は
、
酒
屋
株
購
入
時

の
文
書
１
通
、
廃
業
前
後
の
文
書
が
４

通
あ
る
。
今
回
は
、
購
入
時
の
文
書
を

紹
介
し
て
、
秋
武
家
の
酒
造
業
を
考
察

す
る
。

　
酒
株
・
酒
道
具
・
酒
蔵
並
び
に
室
場
・

�　
室
道
具
一
切
、
永
代
売
渡
し
申
す
証

　
文
の
事

一
、
八
十
文
銭
七
貫
五
拾
目

　
右
の
通
り
受
取
り
申
す
処
、
相
違

御
座
無
く
候
。
然
る
上
は
此
の
一
件

に
て
、
兔
や
角
申
す
者
こ
れ
有
る
に

於
て
は
、
此
の
書
物
を
以
っ
て
御
吟

味
下
さ
る
べ
く
候
。
其
の
節
に
至
り

一
言
の
他
、申
す
ま
じ
く
候
。其
の
為
、

請
人
・
証
人
加
判
仕
置
き
候
。
後
年

の
為
、
件
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
主
・
忠
八

　
寛
政
六
年
寅
十
一
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
請
人　
七
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
同　
　
平
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
同　
伊
左
衛
門

　
山
田
村
五
八
郎
殿

　

酒
株
は
、
酒
屋
営
業
の
株（
鑑
札
）

で
あ
る
。
藩
政
時
代
の
酒
屋
は
造
り

酒
屋
の
こ
と
で
、
酒
の
小
売
は
請
酒

屋
・
徳と

っ
く
り利
酒
場
な
ど
と
称
し
て
い
た
。

町
域
の
酒
屋
は
、
吉
木
に
３
軒
、
波

津
・
三
吉
・
山
田
に
各
１
軒
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。廃
業
、再
開
し
な
が
ら
、

３
～
５
軒
の
造
り
酒
屋
が
営
業
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
室む

ろ
ば場

は
、麹こ

う
じ

を
生
産
す
る
小
屋（
室
）

で
、
株
を
取
得
し
て
麹
の
生
産
販
売

を
し
て
い
た
。
秋
武
家
は
、
麹
振ふ

れ
う売

り
株
も
所
有
し
て
い
た
。
振
売
り
は
、

村
々
を
触
れ
歩
く
行
商
の
こ
と
で
あ

る
。

　

売
買
代
金
の
八
十
文
銭
七
貫
五
拾

目
は
、
銭
80
文
＝
銀
１
匁も

ん
め

と
す
る
交

換
比
率
で
、
銀
７
貫
50
匁（
目
）の
こ

と
で
、
銭
５
百
64
貫
文
に
相
当
す
る
。

価
格
を
銀
高
で
表
記
す
る
が
、
実
際

は
銭
で
の
取
引
で
あ
る
。
銀
１
匁
の

銭
価
を
銭せ

ん
め匁

と
い
う
。
福
岡
藩
で
は

60
文
・
70
文
・
80
文
の
銭
匁
遣
い
で

あ
る
が
、
唐
津
藩
は
72
文
、
佐
賀
藩

20
文
、
天
領
日
田
で
は
19
文
な
ど
を

使
用
し
て
い
る
。
謎
の
多
い
銭
匁
勘

定
で
あ
る
。

　

売
主
や
請
人（
保
証
人
）の
住
所

（
村
名
）の
記
載
が
無
く
、
忠
八
の
酒

屋
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

　

文
政
元（
１
８
１
８
）年
頃
の
秋
武

家
の
酒
屋
な
ど
の
上
納
金（
営
業
税
）

は
、
１
年
に
60
文
銭
で
銀
２
百
60
目

ほ
ど
で
、
銭
15
貫
６
百
文
に
相
当
す

る
。

　

秋
武
酒
屋
は
、
藩
政
初
期
の
創
業

だ
か
ら
、
一
度
廃
業
し
て
、
紹
介
文

書
の
酒
屋
株
で
寛
政
６（
１
７
９
４
）

年
に
再
開
し
た
こ
と
に
な
る
。
廃
業

に
係
る
事
績
が
あ
る
。
三
吉
村
の
酒

屋
は
、
明
和
５（
１
７
６
８
）年
に
山

田
村
源
兵
衛
の
酒
屋
株
を
購
入
し
て

再
開
し
て
い
る
。
源
兵
衛
と
秋
武
家

岡
垣
歴
史
文
化
研
究
会　
羽
山　
健
一

山
田
村
大
庄
屋
　
秋
武
五
八
郎
④

第448回第453回

の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
筆
者
は

秋
武
家
の
親
族
と
推
定
す
る
の
で
あ

る
。

　

文
化
13（
１
８
１
６
）年
８
月
、
北

九
州
を
大
型
台
風
が
襲
い
田
畑
大
損

害
、
家
屋
の
倒
壊
も
数
百
軒
に
上
っ

た
。
こ
の
時
、
秋
武
酒
屋
は
営
業
を

停
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
数
年

不
作
が
続
き
、
醸
造
用
井
戸
水
の
水

質
変
化
も
あ
り
、
酒
屋
の
廃
業
を
決

意
し
た
。
文
政
４（
１
８
２
１
）年
、

酒
屋
株
な
ど
を
親
類
の
鞍
手
郡
上
有

木
村（
現
宮
若
市
上
有
木
）の
源
次
に

売
却
し
て
、
造
り
酒
屋
を
廃
業
し
た

の
で
あ
る
。

▶
「
秋
武
文
書
」酒
株
等
売
渡
証
文
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